
 

              

 

報 道 機 関 各 位 

平成３０年 ３月３０日 

               室蘭開発建設部 広報官 

 

国道３３６号、４５３号の現道区間を移管 

～国管理からえりも町、伊達市及び壮瞥町管理へ～ 

 

 

 
 
 

路線名 区間（延長） 道路管理者

幌泉郡えりも町字目黒
ほろいずみ 　　　　　　ち ょう        めぐ ろ

　～幌泉郡
ほろいずみ

えりも町
　ちょう

字目黒
 めぐ ろ

　（2.2km）

幌泉郡えりも町字目黒
ほろいずみ 　　　　　　ち ょう        めぐ ろ

　～幌泉郡
ほろいずみ

えりも町
　ちょう

字目黒
 めぐ ろ

　（2.2km）

国道336号 国土交通省

平成３０年３月３１日まで

    

路線名 道路管理者

えりも町道
宇遠別2号線

えりも町道
オニトップ通り線

平成３０年４月１日から

えりも町

（建設水道課）

 

【移管後の問合せ先】 えりも町建設水道課 電話 01466-2-2114 

路線名 区間（延長） 道路管理者

伊達市
　だ　て

大滝
おおたき　

区北湯沢温泉町
きたゆざわおんせんちょう

　～伊達市
　だ　て

大滝
おおたき　

区北湯沢温泉町
きたゆざわおんせんちょう

　（0.3km）

伊達市
　だ　て

大滝
おおたき

区昭園
しょうえん

町
ちょう

　～伊達市
　だ　て

大滝
おおたき

区昭園
しょうえん

町
ち ょう

　（0.4km）

有珠郡
  う　 す

壮瞥
そうべつ

町
ちょう

字蟠渓
ばんけい

　～有珠郡
 う　　す

壮瞥
そうべつ

町
ちょう

字蟠渓
ばんけい

　（0.1km）

平成３０年３月３１日まで

国道453号 国土交通省

    

路線名 道路管理者

伊達市道
湯沢昭園線

伊達市道
昭園三階滝線

壮瞥町道
上久保内蟠渓線

壮瞥町
（建設課）

平成３０年４月１日から

伊達市
（建設課）

 

【移管後の問合せ先】 伊達市建設部建設課 電話 0142-23-3331 

壮瞥町建設課       電話 0142-66-2121 

 

※詳細については、別紙を御参照ください。 

 

 

国で管理している国道３３６号襟広防災、国道４５３号蟠渓道路に並行する現道区間につい

て、国土交通省からえりも町、伊達市及び壮瞥町へ移管しますので、お知らせします。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部 

道路計画課    課長 鈴木 武彦  電話 0143-25-7046(内線 351) 

道路整備保全課   課長 小野寺 仁  電話 0143-25-7047(内線 381) 

室蘭開発建設部ホームページ http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/ 

すずき たけひこ 

お の で ら ひとし 



国道336号襟広防災の現道区間を移管
～ 国管理からえりも町管理へ ～

国道３３６号襟広防災に並行する現道区間のうち、北海道幌泉郡えり
も町字目黒～幌泉郡えりも町字目黒（延長約４．４ｋｍ）を国土交通
省からえりも町へ移管します。
移管後は、えりも町道宇遠別２号線及びえりも町道オニトップ通り線
となり、えりも町が管理を行います。

一般国道

N

位置図

至

浦
河
町

移管対象区間 L=2.2km

え
り
も
町
字
目
黒

え
り
も
町
字
目
黒

え
り
も
町
字
目
黒

移管対象区間 L=2.2km

え
り
も
町
字
目
黒

至

広
尾
町

至

浦
河
町

至

広
尾
町

・御利用に当たっての注意事項・

移管に伴い、案内標識などの更新を各管理者ができるだけ速やかに行う予定ですが、当面の間、
旧表示と新表示との混在が予想されますので、あらかじめ御了承ください。

えりも町道宇遠別2号線

えりも町道オニトップ通り線

移管日時 ： 平成３０年４月１日（日）午前０：００

路線名 区間（延長） 道路管理者

幌泉
ほろいずみ

郡えりも町
　ちょう

字目黒
 め ぐ ろ

　～幌泉
ほろいずみ

郡えりも町
　 ちょう

字目黒
 め ぐ ろ

　（2.2km）

幌泉
ほろいずみ

郡えりも町
　ちょう

字目黒
 め ぐ ろ

　～幌泉
ほろいずみ

郡えりも町
　 ちょう

字目黒
 め ぐ ろ

　（2.2km）

国道336号 国土交通省

移管前

路線名 道路管理者

えりも町道
宇遠別2号線

えりも町道
オニトップ通り線

移管後

えりも町

（建設水道課）

mori-a22aa
テキスト ボックス
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国道453号蟠渓道路の現道区間を移管
～ 国管理から伊達市及び壮瞥町管理へ ～

国道４５３号蟠渓道路に並行する現道区間のうち、北海道伊達市大滝区北湯沢温
泉町～伊達市大滝区北湯沢温泉町（延長０．３ｋｍ）、北海道伊達市大滝区昭園
町～伊達市大滝区昭園町（延長０．４ｋｍ）を国土交通省から伊達市へ、北海道
有珠郡壮瞥町字蟠渓～有珠郡壮瞥町字蟠渓（延長０．１ｋｍ）を国土交通省から
壮瞥町へ移管します。
移管後は、伊達市道湯沢昭園線、昭園三階滝線(伊達市管理)及び壮瞥町道上久保
内蟠渓線(壮瞥町管理)となります。

一般国道
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位置図
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町移管対象区間 L=0.3km
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移管対象区間 L=0.1km
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移管日時 ： 平成３０年４月１日（日）午前０：００

・御利用に当たっての注意事項・

移管に伴い、案内標識などの更新を各管理者ができるだけ速やかに行う予定ですが、当面の間、
旧表示と新表示との混在が予想されますので、あらかじめ御了承ください。

伊
達
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大
滝
区
昭
園
町 伊

達
市
大
滝
区
昭
園
町

有
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字
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移管対象区間 L=0.4km

伊
達
市
大
滝
区
北
湯
沢
温
泉
町

伊達市道
昭園三階滝線
（伊達市）

壮瞥町道
上久保内蟠渓線
（壮瞥町）

路線名 区間（延長） 道路管理者

伊達市
　だ　て

大滝
おおたき　

区北湯沢温泉町
 きた  ゆ  ざわ おんせんちょう

　～伊達市
　だ　て　

大滝
おおたき　

区
　

北湯沢温泉町
 きた  ゆ  ざわ おんせんちょう

　（0.3km）

伊達市
　だ　て

大滝
おおたき

区昭園
しょうえん

町
ちょう

　～伊達市
　だ　て

大滝
おおたき

区昭園
しょうえん

町
ちょう

　（0.4km）

有珠郡
   う    す

壮瞥
そうべつ

町
ちょう

字蟠渓
ばんけい

　～有珠郡
   う   す

壮瞥
そうべつ

町
ちょう

字蟠渓
ばんけい

　（0.1km）

移管前

国道453号 国土交通省

路線名 道路管理者

伊達市道
湯沢昭園線

伊達市道
昭園三階滝線

壮瞥町道
上久保内蟠渓線

壮瞥町
（建設課）

移管後

伊達市
（建設課）


